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横浜市立左近山特別支援学校スクールバス４コース運行業務委託の入札について 
 

１ 業務内容 
  別添設計図書のとおり 
 
２ 設計書（仕様書）に関する質問 
(1)方法 

入札参加者は、設計書（仕様書）等に質問があり、回答を求める場合には、令和２年５月 13 日（水）

午後５時 00 分（必着）までに、別紙「質問書」を電子メール又は FAX により提出してください。 
(2)質問書の提出先 

教育委員会事務局学校教育企画部特別支援教育課 
電子メールアドレス：ky-tokubetusien@city.yokohama.jp 
FAX：045-663-1831 
質問書を送信後に、電話（045-671-3958）で送受信確認を行ってください。 

(3)回答 
令和２年５月 18 日（月）午後３時 00 分までにホームページ上に掲載します。 
それ以外の方法による回答は行いません。 

(4)その他 
入札後、当該設計書等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。 

 
３  入札参加方法 
入札に参加しようとする者は、次の(1)から(3)のとおり書類を提出しなければなりません。 

(1)提出書類 
ア 公募型指名競争入札参加意向申出書 
イ 委託業務経歴書 

 (2)提出方法・場所 
持参もしくは郵送にて次の宛先に提出してください。 
〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 

             新市庁舎 14 階 教育委員会事務局学校教育企画部特別支援教育課 
(3)提出期限 

令和２年５月 21 日（木）午後５時 
(4)入札参加に係る通知 

公募型指名競争入札指名通知書又は公募型指名競争入札非指名通知書は、令和２年５月 25 日（月）

までに発送します。 
 
４  入札方法 

(1)入札及び開札の日時・場所発注情報詳細のとおり 
(2)入札日当日に「公募型指名競争入札指名通知書」の提示がない場合は、入札に参加できません。必ず

持参してください。なお、「公募型指名競争入札指名通知書」は再交付できませんので、取扱に注意し

てください。 
(3)入札方法は、入札参加者が別紙様式による入札書を入札時に直接投函して行います。 
(4)一回目の入札で落札しない場合、その場で二回目の入札を行いますので、入札書は二枚用意してくだ

さい。 
(5)地方自治法施行令第 167 条の２第１項第８号の規定により、二回目の入札で落札者がないときには、

最低価格を提示した業者と交渉を行い、予定価格内合意した場合に随意契約を行うこととします。 
 
５  落札者の決定 

(1)横浜市契約規則第 13 条の規定に基づいて作成された予定価格以下で最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。 
(2)落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、くじで落札者を決定します。 

 
６  契約手続きに関する問い合わせ先 

教育委員会事務局学校教育企画部特別支援教育課  電話 045-671-3958 
 
 
 



 

発注情報詳細（物品・委託等） 
 

入札方法 入札書の持参による 公募型指名競争入札 

件名 横浜市立左近山特別支援学校スクールバス４コース運行業務委託 

納入／履行場所 横浜市立左近山特別支援学校 

納入／履行期間等 契約締結日から令和３年３月 31 日まで 

 

 
入
 
札
 
参
 
加
 
資
 
格 

種目 350 その他の委託等、603 その他の業務 C 貸切バス・特定バス 

所在地区分 指定なし 

 
その他 

1 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる

者でないこと及び同条第２項の規定により定めた資格を有する者である

こと。  

2 令和元・２年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）に

おいて「その他の委託等」（バス）又は「その他の業務 細目のＣ 貸切バ

ス・特定バス」に登録が認められている者であること。  

3 入札参加資格確認申請書等の提出締切から開札日までの間のいずれの日

においても、横浜市指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指

名停止措置を受けていない者であること。  

4 当該業務もしくはこれと同種の業務の実績を有する者であること又は当

該業務の履行が可能な者であること。 

 

提出書類 
①公募型指名競争入札参加意向申出書（委託用） 
②委託業務経歴書 

 

設計図書 
 

４ページ以降 

入札参加申込締切日時 令和２年５月 21 日（木） 午後５時 00 分 

指名・非指名通知日 令和２年５月 25 日（月） 

質疑締切日時 令和２年５月 13 日（水） 
午後５時 00 分 

回答期限日時 令和２年５月 18 日（月） 
午後３時 00 分 

入札及び開札日時 令和２年５月 28 日（木）午前 11 時 00 分 

入札及び開札場所 横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 
新市庁舎 14 階 教育委員会事務局 共用会議室 14-N03 

支払い条件 前金払 可 部分払 ２回以内 

 

注意事項 
 

発注担当課 教育委員会事務局学校教育企画部特別支援教育課 電話 045‐671‐3958 

契約事務担当課 教育委員会事務局学校教育企画部特別支援教育課 電話 045‐671‐3958 



令和２年度 一般会計歳出 第１５款５項１目１２節委託料 

受付 

番号 

種 目 番 号 

－ 連絡先 

委託担当 教育委員会事務局 

特別支援教育課 担当者 西村  

電 話 045(671)3958 

 

設  計  書 

 

１ 委託名     横浜市立左近山特別支援学校スクールバス４コース運行業務    

 

２ 履行場所    横浜市立左近山特別支援学校（別紙コース図のとおり）       

 

３ 履行期間   ■期間 契約締結日から令和３年３月３１日まで 

  又は期限   □ 期限 令和  年   月  日まで 

 

４ 契約区分   □  確定契約 

■概算契約〔概算払  ■しない □する 〕 

（2回以内の部分払とする） 

 

５ その他特約事項 令和３年３月中の試運転の実施を目途に車両の調達・改造を行うこと 

          バス購入費は減価償却期間を定価で５年とする積算であること     

                                           

                                           

 

６ 現場説明   ■ 不要                              

         □ 要（  月  日  時  分、 場所            ） 

 

７ 委託概要   ・スクールバスの仕様にそった車両の改造、整備      

         ・児童生徒の登下校時の送迎の試運転           

          その他、別紙仕様書のとおり              

                                     

                                      

  



８ 部分払 

■する （2回以内） 

   □ しない 

部分払の基準 

業 務 内 容 履行予定月 数 量 単 位 単 価 金  額 

通学用バス運行費 令和 3.3月 （10） 日  (     ) 

車両費 年度運行開始月 １ 式   

      

      

      

      

合計     (         ) 

      

＊ 車両費は運行開始月の支払、もしくは前金払とする。 

＊ 単価及び金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額とします。 

＊ 概算数量の場合は、数量及び金額を（  ）で囲みます。 

 

 

委託代金額         （￥         ．－）      

 

内訳   業 務 価 格            （￥         ．－）           

 

消費税及び地方消費税相当額           （ \       ．－）                     

 

 

 

 



内訳書 

 

名  称 形状寸法等 数量 単位 単価（円） 金額（円） 摘要 

（運行費内訳）       

１ バス運行費       

(1) 運転士人件費 1人 １ 式    

(2) 介助員人件費 2人 １ 式    

(3) 燃料費  １ 式    

(4) 諸経費  １ 式    

小計       

２ 営業所経費       

(1) 事務員  １ 式    

(2) 諸経費  １ 式    

小計       

３ 車両整備・修繕費       

(1) 車両整備費  １ 台    

(2) 車両修繕料  １ 台    

小計       

４ 一般管理費  １ 式    

小計       

運行費 合計       

（車両費内訳）       

１ バス購入費 中型リフト有 １ 台   5年償却 

２ バス改造費  １ 台    

３ 自動車重量税  １ 台    

４ 自賠責保険  １ 台    

車両費 合計       

       

総 合 計       

 



 

 

令和２年度横浜市立特別支援学校スクールバス運行業務委託仕様書 

１ 委託の内容 

    特別支援学校のスクールバス児童・生徒送迎用バスの製造、試運転業務 

２ 委託コース 

別紙コース図のとおり 

３ 委託台数 

１台 

４ 委託期間 

設計書のとおり 

５ 運行に供するバスの仕様（概要） 

  別紙バス仕様書のとおり 

６ 業務 

 バスの製造、児童生徒の輸送の試運転 

７ 委託契約に含まれる費用等 

(1) バスの購入及び改造費用（購入に要する費用は、５年間定額による償却とする） 

(2) 運転士、介助員の雇用及びこれに伴う一切の費用 

(3) 車検・定期点検、日常点検及びこれに要する一切の費用 

(4) 車内介助、吐物等処理及び清掃に要する一切の費用 

(5) 修理費用 

(6) 燃料代 

(7) 自賠責保険料、自動車重量税 

(8) 故障、事故時の代替輸送に要する費用 

８ 委託料の支払方法等 

(1) 車両費は前金払いを可能とする。 

(2) スクールバス運行費の支払いは、四半期終了ごとの部分払いとする。 

(3)その他、運行に際し要した緊急の費用については、双方協議し、必要に応じ年度末に精算す

ること。 

９ 緊急時の対応 

(1) 故障・事故等が発生した場合は、児童生徒の安全を確認した後、速やかに学校に連絡し、そ

の指示によるものとする。併せて、教育委員会事務局特別支援教育課に連絡をする。 

(2) 地震・風水害等の自然災害時における運行については、速やかに学校に連絡し、その指示に

よるものとする。 

(3) 運行中、児童生徒の体調の変化があったときは、学校の指示に従い対応する。状況によって

は救急車の手配を行う。事後処理については学校に連絡する。 

10 その他 

(1) 障害のある児童生徒への配慮を心がけ、安全運行に努めること。 

(2) 運行に際しての法規上の手続が行えること。 

(3) 故障、事故時の代替輸送を迅速に行うこと。 

(4) 増車・更新等に伴う車両の検収業務については、双方が立ち会うものとする。 

(5) 当該年度の車検終了後、速やかに新しい車検証の写しを特別支援教育課に送付し、契約書に

添付すること。 



＜バス仕様＞  （肢体不自由特別支援学校用）

１ 車輌本体部分 

(1) 車種は中型ツーステップ式バスとする

(2) 前扉から中扉までの間は 2ｍ70cm～2ｍ80cm とする

(3) 中扉は、床面からの高さ（開口部上辺まで）を 1ｍ60 ㎝以上とする

(4) ボディ塗装は学校及び教育委員会と打ち合わせて決定すること

(5) 車体に表示する学校名は次のとおりとする

ア 車体前面は「左近山特別支援学校」と表示する

イ 車体側面は「横浜市立左近山特別支援学校」と表示する

ウ 車体後面は「横浜市立左近山特別支援学校」と表示する

２ 装備 

(1) 前ステップ改造

(2) 補助ステップ取付け

(3) 車椅子昇降装置

(4) 車椅子固定装置

(5) 床構造改造（フラット）

(6) 自動車電話（携帯電話でも可、位置情報サービスにて現在位置を検出できること）

(7) 救急用具・薬箱・非常用品置台

(8) エアコン（暖気の循環装置付）

(9) 乗降注意灯

(10) スクールバス表示サイン

(11) ＡＣ１００Ｖコンセント

(12) 加湿器（空気清浄機付）

(13) オーディオセット（ USB、ＣＤ等）、マイク２本、ジャック前後配置

(14) 温度計、湿度計の設置

(15) バックモニター、ドライブレコーダー

３ 内装部 

(1) リクライニングシート設置（スリットあり）

座席８席（１人掛け×４席、２人掛け×２席）＋最後尾４席＋車椅子スペース６台

分＝18 席＋乗務員 ※最後尾席はセパレートタイプ

(2) フルリクライニングシートの設置（座席数については学校及び教育委員会と調整）

(3) 全席シートベルト及び胸ベルトの設置（バックルの設置場所については学校及び教

育委員会と調整）

(4) 座席横もしくは座席背面に、チャイルドシート等を固定するための留め具の設置

(5) ハネあげ式肘掛け

(6) 座席は汚れが拭き取りやすくかつ滑らないシート生地を使用すること

(7) 座席からの横転防止措置を施すこと

(8) 網棚設置

(9) ワンタッチ固定フック

(10) 運転席後部 透明仕切り板の設置

４ 窓 

(1) 引き違い強化ガラス



 

(2) 開きすぎ防止ストッパー設置 

(3) 紫外線防止フィルム及び飛散防止フィルム貼付 

（4）カーテン取り付け 

 

５ その他 

（1）細部については、学校及び教育委員会と相談し調整すること 

（2）市が支給する災害備蓄品を車内に保管できること 

（ 3）プラットホーム用の渡し板を用意すること  



令和２年度 左近山特別支援学校 学校概要 
 
【校名等】 

学校名  横浜市立左近山特別支援学校 

所在地  横浜市旭区左近山 1011 

連絡先  電話：045-671-3958（教育委員会事務局特別支援教育課） 

障害種  肢体不自由 

学級編制 小学部 / 中学部 / 高等部 

 
【コース】 

 詳細は未定（旭区の一部・戸塚区の一部・保土ヶ谷区の一部及び港南区を走行予定） 

 

【日中時間帯の駐機、運転士・介助員の休憩】 

 時間場所については、学校と要調整とする。 



             委託契約書 

 

 

 

１ 委託名      横浜市立左近山特別支援学校スクールバス４コース運行業務委託       

 

２ 履行場所     横浜市立左近山特別支援学校                       

 

３ 履行期間    契約締結日 から 令和３年３月31日 まで 
                
  

４ 契約代金額 

  

            

          ■ 課税業者（うち取引に係る消費税及び地方消費税） 

           

 

□ 免税業者 

 

５ 契約区分    □ 確定契約〔前金払 □ しない  □ する（□ 分割払（  回） □ 一括払）〕 

       ■ 概算契約〔概算払 ■ しない  □ する（□ 分割払（  回） □ 一括払）〕 

６ 部分払     □ しない ■ する（2回以内） 

７ 部分払の基準  □ 基準表のとおり   ■ 設計書のとおり 

８ 分割払の基準  □ 基準表のとおり   □ 設計書のとおり 

９ 部分払又は分割払の基準表 

※単価及び金額は消費税等額を含まない金額 

10  契約 代 金 の支 払 場所 ■横浜市指定金融機関（市庁内）□横浜市水道局出納取扱金融機関  □横浜市交通局出納取扱金融機関   

    

11 契約保証金   ■免除    □           円 

12  特約条項     

 

 上記の委託について、委託者横浜市と受託者                            とは、 

おのおの対等な立場における合意に基づいて、別紙の約款の条項（特約条項がある場合、それを含む。）によって委託

契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、当事者双方記名押印の上、各自１通を保有するものとする。 

令和２年 月 日 

 

  委託者 横浜市中区本町６丁目50番地の10 

      横浜市契約事務受任者 

      横浜市教育次長                    ㊞ 

 

  受託者 所 在 地 

      商号又は名称 

      代表者職氏名                     ㊞ 

百   十   億   千 

 

百 

 

十 

 

万 

 

千 

 

百 

 

十 

 

円 

 

億   千  百 

 

十 

 

万 

 

千 

 

百 

 

十 

 

円 

 

業務内容 履行予定月 数量 単位 単価（円） 金額（円） 

      

      

      

      

      

収入印紙添付 欄（抜粋） 
100万円以下    200円 
200万円以下    400円 
300万円以下    1千円 
500万円以下    2千円 
1千万円以下    1万円 
5千万円以下    2万円 
1億円 以下   6万円 
5億円  以下   10万円 
10億円 以下   20万円 
  
 

 
 
 

























質 問 書 
 

令 和  年  月  日 
 

横浜市契約事務受任者 
 

住 所  
商号又は名称  
担 当 部 署  
担 当 者 氏 名  
電 話 番 号  

 

契約番号  

契約件名  
 
上記件名にかかる仕様（設計）書の内容等について、次のとおり質問します。 
項目（ページ数等） 質 問 内 容 

  

（注意）仕様（設計）書の内容等について質問がある場合は、「発注情報詳細」に記載された、質問締切

日時までにこの用紙に質問内容を記載し、担当部署に来庁して提出するか、担当部署にファク

シミリまたは電子メールで送信すること。なお、ファクシミリまたは電子メールで送信した際

は、質問書を送信した場合は送信した旨を同時に担当部署へ必ず電話で連絡すること。 
（担当部署）〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 

横浜市教育委員会事務局学校教育企画部特別支援教育課（新市庁舎 14階） 担当 西村 

電話 045(671)3958（直通） / ファクシミリ 045(663)1831 

電子メール ky-tokubetusien@city.yokohama.jp  

mailto:ky-tokubetusien@city.yokohama.jp


第３号様式（第28条） 

 

年  月  日 

 

公募型指名競争入札参加意向申出書 

 

横浜市契約事務受任者 

 

業者コード 

所在地 

商号又は名称 

代表者職氏名            印 

 

 

 次の指名競争入札に参加を申し込みます。 

 

公表日  令和２年４月28日    

 

種目名  350 その他の委託等（バス運行関係業務）、603 C 貸切バス・特定バス  

 
 

件   名 

１ 横浜市立左近山特別支援学校スクールバス４コース運行業務委託 

２  

３  

４  

５  

６  

７  

８  

９  

10  

 

（注意）種目別に提出してください。 

※ 「横浜市契約事務受任者」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道事業管理 

 者」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通事業管理者」と読み替えるものと 

 する



第６号様式（第17条、第22条第３項、第28条第２項） 

年  月  日 

委 託 業 務 経 歴 書 

 

横浜市契約事務受任者 

 

 業者コード 

所在地 

商号又は名称 

代表者職氏名               印 

 

 

契約番号              件名                                

 ※一般競争入札の場合は、契約番号又は公告番号を記入してください。 

 

上記案件について、次のとおり委託業務経歴があります。 
 

注 文 者 受 注 区 分  件 名 業 務 内 容 
契 約 金 額  

（千円） 

履  行 

期  間 

 
□ 元請 

□ 下請 
   

から 

まで 

 
□ 元請 

□ 下請 
   

から 

まで 

 
□ 元請 

□ 下請 
   

から 

まで 

※ 「横浜市契約事務受任者」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道事業管理者」と、 

 交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通事業管理者」と読み替えるものとする。 

（注意） １ 案件ごとに提出してください。 

２ 設計図書に基づく業務又はこれと同種の業務について、完了したものを記載してください。 

   なお、注文者は、官公庁・民間を問いません。 

３ 下請業務等については注文者は元請者を記載し、その下に発注者を（  ）で記載してください。その場合、件名及び業務内容

は、下請業務について記載してください。 

 



 

 

入札（見積）書 

 

令和  年  月  日 

 

 横浜市契約事務受任者 

 
                           住    所 

                                   
                             商号又は名称     

                                   

                             代表者職氏名                    ㊞ 
 

 

 

 次の金額で、関係書類を熟覧のうえ、横浜市契約規則を遵守し入札 

（見積）いたします。 

 

 

金  額 

   億 千 百 十 万 千 百 十 円  

 

 

件  名  横浜市立左近山特別支援学校スクールバス４コース運行業務委託 

 

 

 

（注意） 

  入札（見積）書には、消費税法第９条第１項規定の免税事業者であるか課税事業者であるかを問わず、見積もった

契約希望価格の 110分の 100に相当する金額を記載すること。 
  これによらない方法での入札（見積り）を指示された場合は、それに従うこと。 

 

 
１ 「横浜市契約事務受任者」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道事業管理者」と、
交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通事業管理者」と読み替えるものとする。 

２ 「横浜市契約規則」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道局契約規程（平成 20 年
３月水道局規程第７号）第２条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と、交通事業管理者の権限に
属する契約にあっては「横浜市交通局契約規程（平成 20年３月交通局規程第 11号）第２条の規定により読み替
えて準用する横浜市契約規則」と読み替えるものとする。 
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